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本日のMENU

� 診療報酬・介護報酬の改定について

� 日本作業療法士協会制度対策部の活動

� 精神科領域における改定の概要

� 今後の作業療法

� 質疑応答



診療報酬・介護報酬改定のスケジュール
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診療報酬・介護報酬改定の主な検討部署

� 医療保険
� 中央社会保険医療協議会（中医協）

ى 健康保険制度や診療報酬改定等について審議する厚生労働大臣の諮問
機関

� 社会保障審議会医療保険部会

ى 医療保険制度見直しについて主に議論する厚生労働省設置の審議会

� 介護保険
� 社会保障審議会介護保険部会

ى 介護保険制度見直しについて主に議論する厚生労働省設置の審議会

� 社会保障審議会介護給付費分科会

ى 介護報酬見直しについて主に議論する厚生労働省設置の審議会



診療報酬・介護報酬改定までの流れ
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平成24年度診療報酬改定の基本方針

� 重点課題
� 病院勤務医等の大きな医療従事者の負担軽減

� 医療と介護の役割分担明確化と地域における連携体制の強化の推進

及び地域生活を支える在宅医療等の充実

� 4つの視点
� 充実が求められる領域の適切な評価

� 患者から見てわかりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも

配慮した医療の実現

� 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な

医療の実現

� 効率化の余地があると思われる領域の適正化

社会保障審議会・医療部会（2011.11.17）



平成24年度診療報酬改定の規模と改定率

全体改定率 ＋0．00％（＋0．004％）

� 診療報酬改定（本体）

ى 改定率 ＋1．38％（＋1．379％）約5，500億円

	 各科改定率


 医科 ＋1．55％ 約4，700億円


 歯科 ＋1．70％ 約500億円


 調剤 ＋0．46％ 約300億円

� 薬価改定等

ى 改定率 ▲1．38％（▲1．375％）約5，500億円


 薬価改定 ▲1．26％（薬価ベース▲6．00％）

約5，000億円


 材料価格改定 ▲0．12％ 約500億円



リハビリテーション関連団体の要望活動

� リハビリテーション医療関連5団体
日本リハビリテーション医学会 日本リハビリテーション病院・施設協会

日本理学療法士協会 日本作業療法士協会 日本言語聴覚士会

� リハビリテーション3協会協議会
日本理学療法士協会 日本作業療法士協会 日本言語聴覚士会

� 日本作業療法士協会単独要望

� チーム医療推進協議会要望
医療専門職職能団体

医師・看護士・薬剤師・診療放射線技師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー・

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・細胞検査士・診療情報管理士・

リンパドレナージセラピスト・臨床高額技師・臨床心理士・歯科衛生士・救急救命士

� 改定骨子発表後緊急要望



リハビリテーション医療関連5団体要望項目

� 急性期リハに関わる事項
� 早期リハ加算見直し

ى 早期リハ加算1 （7:1看護の病院においてリハ科の常勤の専従医を配置して
いる病院において算定）

※リハ科の常勤の専従医はリハ医学会の専門医、認定臨床医、もしくはそれに
準じた一定の研修を受けた医師であること。また、疾患別リハ施設基準の専
任医、回復期リハ病棟専任医等、との兼務はできない。

� 回復期リハ病棟に関する事項
� 新たな適応疾患の追加

ى 人工呼吸器離脱日から1ヶ月以内に入院

� 出来高払いの新設
ى 退院前訪問指導料
ى 地域連携診療計画退院時指導料1及び計画加算
ى インターフェロン・抗がん剤・ボトックス等

� 日常生活機能評価の名称を回復期リハ看護必要度に改める



� 生活期（維持期）リハに関わる事項
� 標準的算定日数を超えて実施可能な13単位/月の継続

ى 介護保険における生活期リハの基盤が整備されるまでの期間限定

� 外来リハ医学管理料の創設
ى 外来通院における個別リハ提供の利便性向上を目的

� 退院直後の医療保険と介護保険のリハの併用機関を退院後3ヶ月に延長
ى 医療から介護への円滑な移行を推進することを目的

� 「訪問リハビリステーション」の名称の新設
ى 訪問リハの普及・推進を目的

� 訪問リハに関する訪問リハ提供機関の医師の診療要件の見直し

� 訪問看護ステーションからのPT等の訪問の見直し
ى 訪問看護の30分以内・1時間以内の区分を、訪問リハと同様に20分を基本単位

に変更

� 訪問リハスタッフ1人が1日に実施できる上限を、医療保険では14単位、
介護保険では14回とする

� 在宅患者集中訪問リハ指導管理料の新設



リハビリテーション関連4団体要望

� 回復期リハ病棟の施設基準の見直し

区分
リハ科
医師

看護要員 PT OT ST
社会

福祉士
入院時

重症患者比率
在宅

復帰率
点数

新１
専従医
1名
以上

看護
13：1

看護補助
20：1

3名
以上

2名
以上

1名
以上

1名
以上

看護必要度A項目
1点以上：15％以上

もしくは
看護必要度B項目

10点以上：30％以上

70％
以上

？

新2
専任医
1名
以上

看護
15：1

看護補助
30：1

2名
以上

1名
以上

規定なし

看護必要度B項目10点以

上：20％以上

60％
以上

1720

新3 規定なし 1600



リハビリテーション3協会協議会要望

� 国民への質の高いリハビリテーションの提供

� 疾患別リハビリテーション料の統一

� リハビリテーション料の単位制限の見直し

ى 1日上限24単位及び週108単位廃止、「1日18単位を標準」のみ

� がん患者リハビリテーション料施設基準取得の為の研修会要件見直し

� 外来でのがん患者リハビリテーション料算定

� 緩和ケア病棟におけるリハビリテーション出来高払い

脳血管脳血管脳血管脳血管 運動器運動器運動器運動器 呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器 心大血管心大血管心大血管心大血管

総合リハ 250 - - -

Ⅰ 210 210 210 210

Ⅱ 170 170 170 170

Ⅲ 100 80 - -



� 急性期リハビリテーションの更なる充実
� DPC病院における施設基準（機能訓練室の面積）緩和

� 術前リハビリテーションの算定

� 運動器リハビリテーション料Ⅰの外来算定

� 在宅急性期及び亜急性期患者に対する診療所リハビリテーションの
充実

	 施設基準緩和等

� 医療保険・介護保険の連携強化
� 回復期リハビリテーション病棟での地域連携加算新設

� 回復期リハビリテーション病棟での退院前訪問指導料算定

� 退院時カンファレンス加算新設

� 算定日数制限越えの月13単位継続



日本作業療法士協会単独要望

� 身体障がい領域の要望
� 疾患別リハビリテーション料の整合性向上と更なる充実を目的

ى 心大血管疾患リハビリテーション料算定要件における作業療法士による関わり
の追加

ى リンパ浮腫指導管理料算定要件における作業療法士による関わりの追加要望
ى 呼吸ケアチーム加算における作業療法士の職名追記
ى グループワーク（複数名）の環境下で行うリハビリテーションの評価

� 精神障がい領域の要望
� 精神科作業療法の規定（改）

ى 取扱人数および実施時間の見直し
ى 施設面積の見直し
ى 算定要件の見直し
ى 加算 ①急性期加算 ②身体合併症加算

� 精神科リハビリテーション総合実施計画評価料（新設）

� 精神科デイケアの人員の見直し（改）



チーム医療推進協議会要望項目

� 病棟チーム医療加算の新設

� がん患者チーム外来医療加算の新設

� 生活習慣病チーム医療加算の新設

� 救急チーム医療加算の新設

� 透析患者チーム医療加算の新設



診療報酬改定骨子公表後緊急要望
（OT協会単独要望）

� 身体障害関連領域
� リンパ浮腫指導管理料への作業療法士職名追記

� 心大血管リハビリテーション料への作業療法士職名追記

� 精神障害関連領域
� 精神科療養病棟の退院支援の評価算定要件・人員要件見直し

� 児童・思春期精神科入院管理料への作業療法士職名追記

� 精神科リエゾンチーム加算の新設人員要件見直し

� 精神科デイ・ケア等の算定要件見直し

� 認知症関連領域
� 長期療養中の認知症患者の急性増悪に対する医療連携評価



日本作業療法士協会の渉外活動

� 全 般
厚生労働省・リハビリテーション医療関連5団体・
リハビリテーション3協会協議会・チーム医療推進協議会

� 心大血管疾患リハビリテーション料
日本心臓リハビリテーション学会・日本理学療法士協会

� リンパ浮腫指導管理料・リンパ浮腫運動器リハ対象疾患要望関連
日本リンパ学会・日本産婦人科学会・日本緩和医療学会・日本脈管学会・
日本乳がん学会・日本リハビリテーション医学会・日本理学療法士協会

� 緩和ケア病棟
日本緩和医療学会（再出）

� 呼吸ケアチーム加算
チーム医療推進委員会

� 呼吸療法認定士
3学会合同呼吸療法認定士認定委員会



精神科医療に係る診療報酬上の主な議題
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認知症対策認知症対策

身体合併症を有する
精神疾患患者の救急医療

身体合併症を有する
精神疾患患者の救急医療

精神療養病床精神療養病床

地域移行地域移行

その他その他

認知症治療病棟入院料
認知症専門診断管理料
認知症患者地域連携加算
重度認知症患者デイケア料
認知症専門医療機関連携加算 等

認知症治療病棟入院料
認知症専門診断管理料
認知症患者地域連携加算
重度認知症患者デイケア料
認知症専門医療機関連携加算 等

精神科救急入院料
精神科救急・合併症入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科身体合併症管理加算 等

精神科救急入院料
精神科救急・合併症入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科身体合併症管理加算 等

精神療養病棟入院料（重症度加算）等精神療養病棟入院料（重症度加算）等

精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科訪問看護・指導料
通院・在宅精神療法 等

精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科訪問看護・指導料
通院・在宅精神療法 等

非定型抗精神病薬加算
認知行動療法 等

非定型抗精神病薬加算
認知行動療法 等



精神保険医療体系の再構築

基本的な考え方基本的な考え方 改革の具体像改革の具体像

◆精神保険医療の水準の向上
◆医療機関の地域医療の機能充実を促進
◆ニーズの高まっている領域への重点化

◆地域生活を支える医療
の充実

◆医療機関の機能改革の
円滑化

◆入院医療の再編・重点化
◆医療機能の充実と適切な

評価

◆地域生活支援体制の整備
◆地域移行の促進
◆病床数の適正化

外来・外来・

在宅医療在宅医療

入院入院
医療医療

急
性
期

長
期
の
療
養

●精神科救急医療の確保・質の向上
●在宅医療（訪問診療・訪問看護等）の

充実・普及
●精神科デイ・ケアの重点化
●ケアマネジメント機能の充実
●未治療・治療中断者等に対する支援

体制の強化（危機介入）
●重症者の在宅での包括的支援の確保

●人員基準の充実
●救急・急性期医療の確保
●重症度に応じた評価体系
●認知症への専門医療の確保
●身体合併症への対応強化、

総合病院精神科の機能強化

●疾患等に応じ
た医療の充実
・気分障害
・依存症
・児童思春期

●早期支援体制
の充実

●統合失調症入院患者数の目標値
19．6万人（H17）→15万人（H26）

（認知症は23年度までに設定）

●地域医療体制・高次の医
療体制の確保

●「4疾病5事業」への位置

づけの検討
●医療従事者の確保
●保健所・精神保健福祉

センターの機能強化

●平均残存率・退院率の
目標により精神病床
約7万床の減少を促進

●障がい者福祉サービス・介護保険サービスの充実
●高齢精神障がい者の生活の場の確保

今後の精神保健医療福祉のあり方に関す
る検討会報告書概要（H21.9.24）より



重点課題1－1（医療従事者負担軽減/救急等の推進）－②

精神疾患を合併する救急患者受け入れの更なる推進

（改）救命救急入院料

身体疾患を有する精神疾患患者の多くは一般救急医療機関を受診しており、

救命救急センターでの精神疾患患者の受入についてさらなる評価を行う。

【救命救急入院料】注２ 3,000点

［算定要件］

自殺企図等による重篤な患者であって、精神

疾患を有するもの又はその家族等からの情報

等に基づいて、精神保健指定医（当該保険医

療機関の医師でなくてもよい）又は当該保険

医療機関の精神科を標榜する医師が、当該患

者の精神疾患にかかわる診断治療等を行った

場合、最初の診療時に算定する。

【救命救急入院料】注2 3,000点

［算定要件］

自殺企図等による重篤な患者であって、精神

疾患を有するもの又はその家族等からの情報

等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健

指定医が、当該患者の精神疾患にかかわる診

断治療等を行った場合、最初の診療時に算定

する。

改 定現 行



重点課題1－4（医療従事者負担軽減/チーム医療の推進）－①

他職種が連携した、より質の高い医療（チーム医療）の推進

（新）精神科リエゾンチーム加算 200 点（週１回）

一般病棟における精神医療のニーズの高まりを踏まえ、一般病棟に入院する
患者に対して精神科医、専門性の高い看護師、精神保健福祉士、作業療法士
等が多職種で連携し、より質の高い精神科医療を提供した場合の評価を新設
する。

[算定要件]
① 一般病棟に入院する患者のうち、せん妄や抑うつを有する患者、精神疾患を有する患者、 自殺企

図で入院した者が対象。
② 精神症状の評価、診療実施計画書の作成、定期的なカンファレンス実施（月１回程度）、精神療

法・薬物治療等の治療評価書の作成、退院後も精神医療（外来等）が継続できるような調整等を行
う。

③ 算定患者数は、１チームにつき１週間で概ね30 人以内とする。

[施設基準]
当該保険医療機関内に、①～③により構成される精神科リエゾンチームが設置されていること。
① ５年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師
②精神科等の経験を５年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師
③精神科病院又は一般病院での精神医療に３年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常勤作業療法

士、常勤精神保健福祉士又は常勤臨床心理技術者のうち、いずれか１人



I－3（充実が求められる領域/精神医療の充実）－①

精神科急性期入院医療の評価

１. 身体合併症の対応に関する評価

(1)精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料について、手術
等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した場合、再転棟や再入院時に再算定可能にする。

(2)精神科救急医療機関における身体合併症患者の受入をさらに促進するため、精神科身体合併症管
理加算の評価を引き上げる。

【精神科身体合併症管理加算】

（１日につき）

↑450点(改)

［施設基準］

(１) 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が１名以上配置されていること。

(２) 精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、精神科救急入院料、精神科
急性期治療病棟入院料及び認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟
であること。

(３) 必要に応じて患者の受入が可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との
連携が確保されていること。

［算定要件」

当該疾患の治療開始日から起算して７日を限度として所定点数に加算する。

【精神科身体合併症管理加算】

（１日につき）

350点

改 定現 行



２.精神科救急医療機関の後方病床の評価
(1)精神科救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者について、あらかじめ連携してい

る精神科医療機関に転院させた場合や、精神科医療機関が転院を受け入れた場合について評価を
新設する。

(新) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算（退院時１回） 1,000 点
(新) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算（入院初日） 2,000 点

[算定要件]
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の届出を行っている精神病棟
に緊急入院した患者であって、入院日から60 日以内に当該医療機関から他の医療機関に転院した場合に算
定する。

[施設基準]
① 紹介加算は、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の届出を行って

いる医療機関が算定できる。
② 受入加算は、精神病棟入院基本料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療

病棟入院料の届出を行っている医療機関が算定できる。
③ 連携医療機関間で患者の転院受入体制に関する協議をあらかじめ行う。

(2)精神病棟入院基本料において、急性期医療を担う医療機関から転院を受け入れた場合について評
価を新設する。

(新) 救急支援精神病棟初期加算（14 日以内、１日につき） 100 点

[算定要件]
救急搬送患者地域連携受入加算又は精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定された患者が対象。

[施設基準]
精神病棟入院基本料の届出を行っている精神病棟が算定できる。



３．児童・思春期精神科入院医療の評価
(1)小児精神医療について、小児病院、精神病院それぞれにおいて適切
な評価となるよう、児童・思春期精神科入院医療管理料を新設する。

(新) 児童・思春期精神科入院医療管理料 2,900 点（１日につき）

[算定要件]
20 歳未満の精神疾患を有する患者について病棟又は病室単位で算定する。
診療に要する費用（第２節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算、
強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染
防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、救急搬送患
者地域連携受入加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算及びデータ提出加算並びに
第２章第５部投薬、第６部注射、第10部手術、第11部麻酔及び第13部第２節病理診
断・判断料の費用を除く。）は、児童・思春期精神科入院医療管理料に含まれるものと
する。

[施設基準]
① 20 歳未満の精神疾患を有する患者を概ね８割以上入院させる病棟又は治療室である

こと。
② 小児医療及び児童・思春期の精神医療を専門とする常勤医師が２名以上（うち１名は

精神保健指定医）
③ 看護師配置常時10 対１以上（夜勤看護師２名以上）
④ 専従の常勤精神保健福祉士、臨床心理技術者がそれぞれ１名以上

(2)児童・思春期精神科入院医療管理料の新設に合わせ、児童・思春期精神科
入院医療管理加算は廃止する。



I－3（充実が求められる領域/精神医療の充実）－②

精神科慢性期入院医療の評価

精神療養病棟において、重症者を受け入れている病棟を評価するとともに、退院支

援部署による支援で退院を行った場合の評価を新設する。

１. 精神療養病棟入院料の重症者加算の見直し

精神療養病棟入院料に重症者加算を新設後、重症者の受入が進んでいる傾向があり、

より重症者を受け入れている病棟を評価するため、同加算の見直しを行う。

【精神療養病棟入院料】注４（１日につき）

１ 重症者加算１ 60点 (改)↑↑↑↑

２ 重症者加算２ 30点 (改)↓↓↓↓

［算定要件］

１ 重症者加算１

精神科救急医療体制整備事業に協力している保険医療機関であっ

て、ＧＡＦスコアが30以下の患者について算定する。

２ 重症者加算２

ＧＡＦスコアが40以下の患者について算定する。

【精神療養病棟入院料】注４

（１日につき）

重症者加算 40点

［算定要件］

ＧＡＦスコアが40以下の患者に
ついて算定する。

改 定現 行

[経過措置] 重症者加算１について、平成25 年３月31 日までは
精神科救急医療体制整備事業に協力しているものとみなす。



※重症者加算１の施設基準

精神科救急医療体制整備事業

当該病棟を有する保険医療機関が以下のいずれかの要件を満たすこと。ただし、平成25年
３月31日までは以下の要件を満たしているものとみなす。

(１) 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬
送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。

(２) 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、ア又は
イのいずれかに該当すること。

ア 時間外、休日又は深夜における入院件数が年４件以上であること。そのうち１件以上は、精神科救急情報
センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道
府県（政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算１において同じ。）、市町村、保健所、警察、消
防（救急車）等からの依頼であること。

イ 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター
（精神科救急医療体制整備事業）、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県、
市町村、保健所、警察、消防（救急車）等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

(３) 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。
具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。

ア 時間外、休日又は深夜における外来対応施設（自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体
制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等）での外来診療又は救急医療機関への診療協力（外
来、当直又は対診）を年６回以上行うこと。（いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこ
と。）

イ 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務（措置診察等）について、都道府県に積極的に
協力し、診察業務等を年１回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼
による公務員としての業務等に参画し、(イ)から(ホ)のいずれかの診察あるいは業務を年１回以上行うこと。

(イ) 措置入院及び緊急措置入院時の診察
(ロ) 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
(ハ) 精神医療審査会における業務
(ニ) 精神科病院への立ち入り検査での診察
(ホ) その他都道府県の依頼による公務員としての業務



２．精神療養病棟の退院支援の評価

精神療養病棟において、退院支援部署による支援で退院を行った場合

の評価を新設する。

(新) 退院調整加算（退院時） 500 点

[算定要件]

退院支援計画等を作成し、退院支援を行っていること。

[施設基準]

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従の精神保健福祉士

及び専従する1 人の従事者（看護師、作業療法士、精神保健福祉士、

社会福祉士又は臨床心理技術者のいずれか）が勤務していること。

※精神科地域移行実施加算における地域移行推進室と退院支援部署は

同一でもよい



I－3（充実が求められる領域/精神医療の充実）－③

地域における精神医療の評価

地域における精神医療について、精神科デイ・ケア等の要件の見直し、通院・

在宅精神療法で精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健指定医

の評価、認知療法・認知行動療法の要件の見直し、多剤・多量投与の適正化につ

いて精神科継続外来支援・指導料の要件の見直し、治療抵抗性の統合失調症治療

の評価を行う。

１．精神科訪問看護の報酬体系の見直し

(1)訪問看護指示は、疾病等により通院による療養が困難な者に対して指示を行うもの
であるが、精神科訪問看護においては、こうした患者以外の患者に対しても訪問看
護が必要な場合もあるため、見直しを行う。

(2) 訪問看護療養費は、現在精神科に着目した点数は精神障害者社会復帰支援施設に入
所している複数の者に対するものしかないため、精神科専門療法の精神科訪問看
護・指導料と同様の整理を行う。



重点課題2－5（医療介護連携等の推進/訪問看護の充実）－③

効率的かつ質の高い訪問看護の推進

５．精神科訪問看護の報酬体系の見直し
(1)訪問看護指示の見直し

訪問看護指示は、疾病等により通院による療養が困難な者に対して指示

を行うものであるが、精神科訪問看護においては、こうした患者以外に

対しても訪問看護が必要な場合もあるため、見直しを行う。

(新) 精神科訪問看護指示料 300 点

(新) 特別訪問看護指示加算 100 点

[算定要件]
① 精神科を標榜する医療機関の医師が診療に基づき、訪問看護の必要性

を認め、訪問看護ステーションに対して、訪問看護指示書を交付する
こと。

② 患者一人につき月1 回に限り算定する。



[算定要件]

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を得て患家を

訪問し、個別に患者又は家族等に対して指定訪問看護を行った場合

② 主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づ
き、保健師、看護師、作業療法士、准看護師が指定訪問看護を行っ
た場合、当該指定訪問看護を受けた者一人につき、週3 日を限度と
して算定する。

精神科訪問看護基本療養費Ⅱ
① 精神障害者社会復帰施設に入所している複数の者に対して同時に指

定訪問看護を行った場合

② 主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づ
き、保健師、看護師、作業療法士が指定訪問看護を行った場合、当
該指定訪問看護を受けた者一人につき、週3 日を限度として算定す
る。

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ
① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を得て患家を

訪問し、個別に患者又は家族等に対して指定訪問看護を行った場合

② 主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づ
き、保健師、看護師、作業療法士、准看護師が同一建物居住者に対
して指定訪問看護を行った場合、当該指定訪問看護を受けた者一人
につき、週3 日を限度として算定する。

[施設要件]
① 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来

に勤務した経験を有する者

② 精神障害者に対する訪問看護の経験を有する者

③ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務
の経験を有する者

④ 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者

［経過措置］

平成25 年４月１日施行

(2)精神科訪問看護基本療養費と30 分未満の短時間
訪問看護の新設

訪問看護療養費は、現在精神科に着目した点数は精神
障害者社会復帰支援施設に入所している複数の者に対
するものしかないため、精神科専門療法の精神科訪問
看護・指導料と同様の整理を行う。

（訪問看護療養費）
(新) 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

イ 保健師、看護師又は作業療法士による場合
①週３日目まで 30 分未満 4,250 円
②週３日目まで 30 分以上 5,550 円
③週４日目以降 30 分未満 5,100 円
④週４日目以降 30 分以上 6,550 円

ロ 准看護師による場合
①週３日目まで 30 分未満 3,870 円
②週３日目まで 30 分以上 5,050 円
③週４日目以降 30 分未満 4,720 円
④週４日目以降 30 分以上 6,050 円

(新) 精神科訪問看護基本療養費Ⅱ 1,600 円

(新) 精神科訪問看護基本療養費Ⅲ
イ 保健師、看護師又は作業療法士による場合

①週３日目まで 30 分未満 3,300 円
②週３日目まで 30 分以上 4,300 円
③週４日目以降 30 分未満 4,060 円
④週４日目以降 30 分以上 5,300 円

ロ 准看護師による場合
①週３日目まで 30 分未満 2,910 円
②週３日目まで 30 分以上 3,800 円
③週４日目以降 30 分未満 3,670 円
④週４日目以降 30 分以上 4,800 円



[算定要件]

精神科訪問看護・指導料Ⅰ
① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を

得て患家を訪問し、個別に患者又は家族等に対して看護
又は療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。

② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標
榜する保険医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士、准看護師を訪問させて、看護又は療養上
必要な指導を行わせた場合に、週３回を限度として算定
する。

精神科訪問看護・指導料Ⅱ
① 精神障害者社会復帰施設に入所している複数の者に対し

て同時に看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に算
定する。

② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標
榜する保険医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士を訪問させて、看護又は療養上必要な指導
を行わせた場合に、週３回を限度として算定する。

精神科訪問看護・指導料Ⅲ
① 精神障害を有する入院中以外の者又はその家族の了解を

得て患家を訪問し、個別に患者又は家族等に対して看護
又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。

② 精神障害を有する入院中以外の者を診察した精神科を標
榜する保険医療機関の保健師、看護師、作業療法士、精
神保健福祉士、准看護師が同一建物居住者に対して看護
又は療養上必要な指導を行った場合、当該患者一人につ
き、週３日を限度として算定する。

（精神科専門療法）
精神科訪問看護・指導料Ⅰ (１日につき)

(新) イ 保健師、看護師、作業療法士又は
精神保健福祉士による場合

① 週３日目まで 30 分未満 440 点
② 週３日目まで 30 分以上 575 点
③ 週４日目以降 30 分未満 525 点
④ 週４日目以降 30 分以上 675 点

(新) ロ 准看護師による場合
① 週３日目まで 30 分未満 400 点
② 週３日目まで 30 分以上 525 点
③ 週４日目以降 30 分未満 485 点
④ 週４日目以降 30 分以上 625 点

(新) 精神科訪問看護・指導料Ⅱ 160 点(１日
につき)

(新) 精神科訪問看護・指導料Ⅲ (１日につき)
イ 保健師、看護師、作業療法士又は

精神保健福祉士による場合
① 週３日目まで 30 分未満 340 点
② 週３日目まで 30 分以上 445 点
③ 週４日目以降 30 分未満 415 点
④ 週４日目以降 30 分以上 545 点

ロ 准看護師による場合
① 週３日目まで 30 分未満 300 点
② 週３日目まで 30 分以上 395 点
③ 週４日目以降 30 分未満 375 点
④ 週４日目以降 30 分以上 495 点



同一建物居住者

同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法（昭和25年法律第201号）第２
条第１号に掲げる建築物に居住する複数の患者のことをいうが、具体的には、
マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の患者

ア 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に規定する養護老人ホーム、老人福祉法第
20条の６に規定する軽費老人ホーム、老人福祉法第29条第１項に規定する有料老人ホーム、老人
福祉法第20条の５に規定する特別養護老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所
している複数の患者

イ 介護保険法第８条第９項に規定する短期入所生活介護、介護保険法第８条第18項に規定する
小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第
63条第５項に規定する宿泊サービスに限る。）、介護保険法第８条第19項に規定する認知症対応
型共同生活介護、介護保険法第８条の２第９項に規定する介護予防短期入所生活介護、介護保険
法第８条の２第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号）第44条第５項に規定する
宿泊サービスに限る。）、介護保険法第８条の２第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生
活介護などのサービスを受けている複数の患者



(3)精神保健福祉士の同行訪問の評価の新設

あわせて、30 分未満の短時間訪問看護及び精神保健福祉士の同行訪問の評価

を新設する。

（訪問看護療養費）

(新) 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢ 複数名訪問看護加算 3,000 円

[算定要件]

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ及びⅢを算定している患者について、所定額を算定

する指定訪問看護を保健師、看護師等が看護補助者又は精神保健福祉士と同時に

指定訪問看護を行った場合、週１回に限り、いずれかを所定額に加算する。

（精神科専門療法）

(新) 精神科訪問看護・指導料Ⅰ及びⅢ 複数名訪問看護加算 300 点

[算定要件]

精神科訪問看護・指導料Ⅰの所定点数を算定する看護又は療養上必要な指導を

保健師、看護師等が看護補助者と同時に看護又は療養上必要な指導を行った場合、

週１回に限り、所定額に加算する。



２．精神科デイ・ケア等の見直し
(1)精神科デイ・ケア等は、精神科病院からの退院、地域移行に必要なサービスの一つで

あり、精神科デイ・ケア（１日につき６時間）と精神科ショート・ケア（１日につき

３時間）の大規模なものについて要件を見直し、患者の状態像に応じた疾患ごとの診

療計画を作成して行った場合に算定できることとする。また、入院中の患者が精神科

デイ・ケア又は精神科ショート・ケアを利用した場合の評価を行う。

【精神科ショート・ケア】（１日につき）

１ 小規模なもの 275点→→→→

２ 大規模なもの 330点→→→→

［算定要件］

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において行われる場合に算定する。
ただし、２については、疾患ごとの診療計画を
作成して行った場合に算定する。

② 精神科退院指導料を算定し退院予定の入院中
の患者に対して精神科ショート・ケアを行った
場合は、所定点数の100分の50に相当する点
数を算定する。ただし、入院中１回までとする。

【精神科ショート・ケア】（１日につき）

１ 小規模なもの 275点

２ 大規模なもの 330点

［算定要件］

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険

医療機関において行われる場合に算定する。

改 定現 行



【精神科デイ・ケア】（１日につき）

１ 小規模なもの 590点→→→→

２ 大規模なもの 700点→→→→

［算定要件］

① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において行われる場合に算
定する。ただし、２については、疾患ごとの
診療計画を作成して行った場合に算定する。

② 精神科退院指導料を算定し退院予定の入
院中の患者に対して(場合について、評価を
新設する。精神科デイ・ケアを行った場合は、
所定点数の100分の50に相当する点数を算
定する。ただし、入院中１回までとする。

【精神科デイ・ケア】（１日につき）

１ 小規模なもの 590点

２ 大規模なもの 700点

［算定要件］

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た

保険医療機関において行われる場合に算定す

る。

改 定現 行

（（（（実施上実施上実施上実施上のののの留意事項留意事項留意事項留意事項））））よりよりよりより
他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに入院中入院中入院中入院中のののの患者患者患者患者であってであってであってであって、、、、退院退院退院退院をををを予定予定予定予定しているものにしているものにしているものにしているものに対対対対してはしてはしてはしては、、、、退院支援退院支援退院支援退院支援のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、当当当当
該他該他該他該他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関のののの入院中入院中入院中入院中１１１１回回回回にににに限限限限りりりり算定算定算定算定できるできるできるできる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、当該他当該他当該他当該他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに照会照会照会照会をををを行行行行いいいい、、、、退院退院退院退院をををを予定予定予定予定
しているものであることしているものであることしているものであることしているものであること、、、、入院料等入院料等入院料等入院料等についてについてについてについて他医療機関他医療機関他医療機関他医療機関をををを受診受診受診受診するするするする場合場合場合場合のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いがなされていることいがなされていることいがなされていることいがなされていること、、、、
他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関をををを含含含含めめめめ、、、、入院中入院中入院中入院中にににに精神科精神科精神科精神科デイデイデイデイ・・・・ケアケアケアケアのののの算定算定算定算定のないことをのないことをのないことをのないことを確認確認確認確認することすることすることすること。。。。



(2)精神科デイ・ナイト・ケアの要件を見直し、患者の状態像に応じた疾患別等プログラム
を実施した場合の評価を新設する。

【精神科デイ・ナイト・ケア】

（１日につき）

1,000点(改)↓

疾患別等診療計画加算 40点(新)

［算定要件］

疾患別等診療計画加算精神科デイ・ナイト・

ケアを実施する際に疾患ごとの診療計画を作

成している場合に算定する。

【精神科デイ・ナイト・ケア】

（１日につき）

1,040点

改 定現 行

｢｢｢｢大規模大規模大規模大規模なものなものなものなもの｣｣｣｣についてはについてはについてはについては、、、、多職種多職種多職種多職種がががが共同共同共同共同してしてしてして疾患等疾患等疾患等疾患等にににに応応応応じたじたじたじた診療計画診療計画診療計画診療計画をををを作成作成作成作成したしたしたした場合場合場合場合
にににに算定算定算定算定するするするする。。。。なおなおなおなお、、、、診療終了後診療終了後診療終了後診療終了後にににに当該計画当該計画当該計画当該計画にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行ったったったった診療方法診療方法診療方法診療方法やややや診療結果診療結果診療結果診療結果についてについてについてについて
評価評価評価評価をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその要点要点要点要点をををを診療録診療録診療録診療録にににに記載記載記載記載しているしているしているしている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、参加者個別参加者個別参加者個別参加者個別ののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを実施実施実施実施
することができるすることができるすることができるすることができる。。。。



（参考）疾患別診療計画

・従事者が共同して作成

・具体的なプログラム内容、頻度、

期間の記載が必要

・定期的な見直しが必要？

・個別プログラムの実施？



【通院・在宅精神療法】（１日につき）

１ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初
診の日において精神科救急医療体制の確保に協
力等を行っている精神保健指定医等が通院・在
宅精神療法を行った場合

700点(改)

２ １以外の場合

イ 30分以上の場合 400点

ロ 30分未満の場合 330点

２のイについて、抗精神病薬を服用している患
者について、薬原性錐体外路症状評価尺度（Ｄ
ＩＥＰＳＳ）を用いて薬原性錐体外路症状の重
症度評価を行った場合は、月１回に限り所定点
数に25点を加算する。

【通院・在宅精神療法】（１日につき）

１ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初
診の日において精神保健指定医等が通院・在宅
精神療法を行った場合

500点

２ １以外の場合

イ 30分以上の場合 400点

ロ 30分未満の場合 330点

改 定現 行

３．通院・在宅精神療法の見直し
(1)地域に移行した患者が時間外でも適切な医療が受けられるように、通院・在宅精
神療法の要件を見直し、精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている精神保健
指定医の評価を引き上げる。

(2) 抗精神病薬を服用中の患者に対して、薬原性錐体外路症状評価尺度（ＤＩＥＰＳ
Ｓ）を用いて薬原性錐体外路症状の重症度評価を行った場合について、評価を新設
する。



薬原性錐体外路症状評価尺度（ＤＩＥＰＳＳ）

抗精神病薬を服用中の精
神科患者にみられる錐体
外路症状を評価する目的
で1994年に開発された
スケールである。
歩行，動作緩慢，流涎，
筋強剛，振戦，アカシジ
ア，ジストニア，ジスキ
ネジアの個別症状8項目
と概括重症度1項目の全
部で9項目で構成されて
いる。



(3)児童青年の精神科通院治療において、16 歳未満では初診日からの平均通院期

間が２年以上であることを踏まえ、通院在宅精神療法の20歳未満加算の要件の

見直しを行う。

【通院・在宅精神療法】注３（１日につき）

20歳未満加算 200点→

［算定要件］

20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療

法を行った場合、初診の日から起算して１年

以内の期間に行った場合に限り算定する。た

だし、児童・思春期精神科入院医療管理料を

届出ている医療機関において、16歳未満の

患者に対して行った場合は２年以内に限り算

定する。

【通院・在宅精神療法】注３（１日につき）

20歳未満加算 200点

［算定要件］

20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療

法を行った場合、初診の日から起算して１年

以内の期間に行った場合に限り算定する。

改 定現 行



４．認知療法・認知行動療法の見直し

認知療法・認知行動療法について、精神科救急医療体制の確保に協力等を行っている

精神保健指定医が実施した場合とそれ以外の医師が実施した場合の評価を明確化する

とともに、普及状況の把握等の観点から、届出を要することとする。

【認知療法・認知行動療法】（１日につき）

１ 認知療法・認知行動療法１

500点(新) 

２ 認知療法・認知行動療法２

420点(改)

［算定要件］

１ 認知療法・認知行動療法１

① 精神科を標榜する保険医療機関であること。

② 精神科救急医療体制の確保に協力等を行って
いる精神保健指定医が行った場合に算定する。

２ 認知療法・認知行動療法２

① 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医
療機関においても算定できるものとする。

② 認知療法・認知行動療法に習熟した医師が
行った場合に算定する。

【認知療法・認知行動療法】（１日につき）

420点

［算定要件］

① 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険

医療機関においても算定できるものとする。

② 認知療法・認知行動療法に習熟した医師が

行った場合に算定する。

改 定現 行



５．向精神薬の多量・多剤投与の適正化
(1)向精神薬は多量に使用しても治療効果を高めないばかりか、副作用のリスクを高めることが知ら

れており、精神科継続外来支援・指導料について、抗不安薬又は睡眠薬の処方薬剤数が２剤以下
の場合と、３剤以上の場合で分けて評価を行う。

(2)抗精神病薬を服用中の患者に対して、薬原性錐体外路症状評価尺度（ＤＩＥＰＳＳ）を用いて薬
原性錐体外路症状の重症度評価を行った場合について、評価を新設する。

【精神科継続外来支援・指導料】（１日につき）

55点

① 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医
師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副
作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者１
人につき１日に１回に限り算定する。

② 当該患者に投与している抗不安薬又は睡眠薬が３剤以上
の場合は、所定点数の100分の80に相当する点数を算定す
る。

③ 医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示
の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、
患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するため
の支援を行った場合は、所定点数に40点を加算する。

④ 抗精神病薬を服用中している患者について、薬原性錐体
外路症状評価尺度（ＤＩＥＰＳＳ）を用いて薬原性錐体外路
症状の重症度評価を行った場合は、月１回に限り所定点数に
25点を加算する。

⑤ 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継外来支援・
指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含まれ
るものとする。

【精神科継続外来支援・指導料】（１日につき）

55点

① 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医
師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副
作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者１
人につき１日に１回に限り算定する。

② 医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示
の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、
患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するため
の支援を行った場合は、所定点数に40点を加算する。

③ 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支
援・指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含
まれるものとする。

改 定現 行



6．治療抵抗性の統合失調症治療の評価

治療抵抗性の統合失調症患者に対し、重篤な副作用が発現するリスクの高い治療抵抗

性統合失調症治療薬が使用されている場合に、医学管理を行うことについての評価を新
設するため、持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料の名称と要件を見直す。

【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】（１月につき）

１ 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料 250点

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点(新)

［算定要件］

１ 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料

持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計
画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限り、当
該薬剤を投与したときに算定する。

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料

届出を行った医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統
合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用
等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限り、当該薬剤を投与
したときに算定する。

［対象薬剤］

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料

クロザピン

［施設基準］

２ 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料

① 当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤
医師と常勤薬剤師が配置されている。

② 副作用に対応できる体制が整備されていること。

【持続性抗精神病注射薬剤治療
指導管理料】

（１月につき）

250点

［算定要件］

持続性抗精神病注射薬剤を投与して

いる入院中の患者以外の統合失調症

患者に対して、計画的な医学管理を

継続して行い、かつ、療養上必要な

指導を行った場合に、月１回に限り、

当該薬剤を投与したときに算定する。

改 定現 行



I－4（充実が求められる領域/認知症対策の推進）－①

認知症入院医療の評価

認知症に係る入院医療について、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）の改善に入院日から

概ね1 カ月程度の治療が重要であることを踏まえ、短期集中的な認知症治療の更なる評価に

より、早期退院を推進するとともに、退院支援の評価を行う。

１．認知症治療病棟入院料の見直し

(1)認知症治療病棟入院料の入院30 日以内についてさらなる評価を行い、入院61 日以降の長期入院
の評価を見直す。

【認知症治療病棟入院料】（１日につき）

１ 認知症治療病棟入院料１

イ 30日以内の期間 1,750点(改) ↑↑↑↑

ロ 31日以上60日以内の期間 1,450点(改) →→→→

ハ 61日以上の期間 1,160点(改) ↓↓↓↓

２ 認知症治療病棟入院料２

イ 30日以内の期間 1,270点(改) ↑↑↑↑

ロ 31日以上60日以内の期間 1,070点(改) →→→→

ハ 61日以上の期間 950点(改) ↓↓↓↓

【認知症治療病棟入院料】（１日につき）

１ 認知症治療病棟入院料１

イ 60日以内の期間 1,450点

ロ 61日以上の期間 1,180点

２ 認知症治療病棟入院料２

イ 60日以内の期間 1,070点

ロ 61日以上の期間 970点

改 定現 行



(2)認知症治療病棟入院料について包括範囲の見直しを行う。

【認知症治療病棟入院料】（１日につき）

［包括範囲］

診療にかかる費用（臨床研修病院入院診療加算、

地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、

精神科身体合併症管理加算、栄養管理実施加算、

医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、精神科専

門療法、J-038人工腎臓（入院60日以内に限る）

並びに除外薬剤・注射薬の費用は除く）は、

認知症治療病棟入院料に含まれるものとする。

【認知症治療病棟入院料】（１日につき）

［包括範囲］

診療にかかる費用（臨床研修病院入院診療加算、

地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、

精神科身体合併症管理加算、栄養管理実施加算、

医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、精神科専

門療法並びに除外薬剤・注射薬の費用は除く）は、

認知症治療病棟入院料に含まれるものとする。

改 定現 行

２．認知症夜間対応の評価

認知症治療病棟で、夜間に十分な看護補助者を配置することにより、手厚い体制で看護
を行っている場合の評価を新設する。

(新) 認知症夜間対応加算（１日につき） 84 点

[算定要件]

① 夜間に看護補助者を配置し、夜勤を行う看護要員が３人以上の場合に算定できる。

② 入院日から30 日以内であること



３．退院支援の評価

認知症治療病棟入院料の退院調整加算の要件を見直し、退院支援部署による支援で退院を

行った場合の評価を引き上げる。

【認知症治療病棟入院料】注２（退院時）

退院調整加算 300点(改) ↑↑↑↑

［算定要件］

当該病棟に６月以上入院している患者について退院

支援計画を作成し、退院調整を行った場合に、退院

時に算定する。

［施設基準］

当該保険医療機関内に退院支援部署を設置し、専従

の精神保健福祉士及び専従の従事者１人（看護師、

作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は臨床

心理技術者のいずれか）が配置されていること。

【認知症治療病棟入院料】注２（退院時）

退院調整加算 100点

［算定要件］

当該病棟に６月以上入院している患者について退院

支援計画を作成し、退院調整を行った場合に、退院

時に算定する。

［施設基準］

当該保険医療機関内に、専従の精神保健福祉士及び

専従の臨床心理技術者が配置されていること。

改 定現 行



I－4（充実が求められる領域/認知症対策の推進）－②

認知症患者の外来診療の評価

認知症の早期診断をより一層推進するため、認知症専門診断管理料のさらなる評価を行う

とともに、ＢＰＳＤが増悪した認知症患者の紹介を受けた専門医療機関の評価を新設する。

また、認知症と診断された患者について、かかりつけ医がその後の管理を行うことについて

の評価を新設する。

１．認知症専門診断管理料の見直し

２．認知症療養指導料の新設

専門医療機関で認知症と診断された患者について、かかりつけ医が専門医療

機関と連携し、その後の管理を行った場合の評価を行う。

(新) 認知症療養指導料 350 点（月１回、６月まで）

[算定要件]

専門医療機関において認知症専門診断管理料１を算定された患者に対し、専門

医療機関からの診療情報に基づく診療を行った日から起算して６月に限り算定

する。



【認知症専門診断管理料】（１人につき１回）

１ 認知症専門診断管理料１ ↑700点(改)

２ 認知症専門診断管理料２ ↓300点(新)

［算定要件］

１ 認知症専門診断管理料１

① 以下の者に対して算定する。

・入院中の患者以外のもの

・他の医療機関の療養病棟に入院中のもの

② 他の医療機関等から紹介された認知症の疑いのある患者に対し、認知
症の鑑別診断を行い、療養方針を決定（認知症と診断された場合は認知
症療養計画を作成）し、紹介元の医療機関に紹介した場合に算定。

③ 認知症療養計画とは、病名、症状の評価（認知機能、生活機能、行
動・心理症状等）、家族等の介護負担度の評価、今後の療養方針、緊急
時の対応、その他必要な項目が記載されものである。

２ 認知症専門診断管理料２

① 入院中の患者以外の患者に対して算定する。

② 他の医療機関等から紹介された認知症の症状が増悪した患者に対して、
診療を行った上で療養方針を決定し、紹介元の医療機関等に紹介した場
合、３月に１回に限り算定。

【認知症専門診断管理料】

（１人につき１回） 500点

［算定要件］

① 入院中の患者以外のものに
対して算定する。

② 他の医療機関等から紹介さ
れた認知症の疑いのある患者
に対し、認知症の鑑別診断を
行い、療養方針を決定し、紹
介元の医療機関に紹介した場
合に算定。

改 定現 行



認知症療養計画
病名、検査結果、症状の評価（認知機能（ＭＭ
ＳＥ、ＨＤＳ－Ｒ等））、生活機能（ＡＤＬ、
ＩＡＤＬ等）、行動・心理症状（ＮＰＩ、ＤＢ
Ｄ等）等）、家族又は介護者等による介護の状
況（介護負担度の評価（ＮＰＩ等）等、治療計
画（受診頻度、内服薬の調整等）、必要と考え
られる医療連携や介護サービス、緊急時の対応、
その他必要な項目が記載されたものであり、認
知症に係る専門知識を有する多職種が連携して
いることが望ましい。認知症専門診断管理料を
算定するに当たり文書にて報告した他の保険医
療機関と定期的に診療情報等の共有を
図ることが望ましい。



I－4（充実が求められる領域/認知症対策の推進）－③

重度認知症患者デイ・ケア料の評価

認知症患者について、夜間に徘徊や多動等の症状の増悪を認めることがあり、

重度認知症患者デイ・ケアにおいて、手厚い人員体制で夜間のケアを行った場合

の評価を新設する。

重度認知症患者デイ・ケア料において、夜間のケアを行った場合の評価を新設する。

(新) 夜間ケア加算 100 点（１日につき）

[算定要件]

① 夜間の精神状態及び行動異常が著しい重度認知症患者に対して、通常の重度認
知症デイ・ケアに加え、２時間以上夜間ケアを行った場合に算定する。

② 当該加算を算定した日から起算して１年以内に限る。

[施設基準]

夜間により手厚い体制で従事者を配置していること。



重度認知症患者デイ・ケア 人員基準

重度認知症患者デイ・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び１日当たり
の患者数の限度が次のいずれかであること。

ア 精神科医師及び専従する３人の従事者（作業療法士１人、看護師１人及び精神科病
棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士又は臨床心理技術者のいずれか
１人）の４人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者４人に対して１日25
人を限度とする。

イ アに規定する４人で構成される従事者に加えて、精神科医師１人及び専従する３人
の従事者（作業療法士１人、看護師１人及び精神科病棟に勤務した経験を有する看
護師、精神保健福祉士又は臨床心理技術者のいずれか１人）の８人で構成する場合
にあっては、患者数が当該従事者８人に対し１日50人を限度とする。

ウ 夜間ケアを実施するに当たっては、アに規定する４人に、アに規定する精神科医師
以外の専従の従事者１人を加えて、５人で従事者を構成する場合にあっては、患者
数が当該従事者５人に対し１日25人を限度とする。

エ 夜間ケアを実施する当たっては、イに規定する８人に、イに規定する精神科医師外
の専従の従事者２人を加えて、10人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が
当該従事者10人に対し１日50人を限度とする。



I－4（充実が求められる領域/認知症対策の推進）－④

長期療養中の認知症患者の急性増悪に対する医療連携の評価

療養病床に入院中の者がＢＰＳＤの増悪等により認知症専門医による短期集中

的な入院加療が必要となった際に、療養病床を有する医療機関と認知症治療病床

を有する他の医療機関が互いに連携し、認知症治療病棟へ一時的に転院して治療

を行った後、状態の落ち着いた患者について、療養病床を有する医療機関が転院

を受け入れた場合の評価を行う。

(新) 地域連携認知症集中治療加算（退院時） 1,500 点

(新) 地域連携認知症支援加算 （再転院時） 1,500 点

[算定要件]

① 療養病床、有床診療所療養病床に入院中の患者であって、ＢＰＳＤ等の急性増
悪等により認知症に対する短期集中的な医療が必要となった者が対象。

② 療養病床から認知症治療病棟に紹介し、60 日以内に紹介元の療養病床に転院
した場合、認知症治療病棟から転院時に算定。



諮問書における附帯意見

� その他の調査・検討事項
上記に掲げるもののほか、今回改定の実施後においては、特に以下の

項目について調査・検証を行うこととすること。

� 在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況

� 在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要な者の状況

� 慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に
係る医療の状況

� 一般名処方の普及状況・加算の算定状況や後発医薬品の処方・調剤
の状況

� 医療機関等における消費税負担



リハビリテーション制度環境の推移①

年 内 容

H１３年 介護保険法施行介護保険法施行介護保険法施行介護保険法施行・・・・回復期回復期回復期回復期リハリハリハリハ病棟新設病棟新設病棟新設病棟新設

ゴールドプラン２１（～２００５）・健康日本２１（～２０１０）

交通バリアフリー法 老人保健法全部改正

H１４年 健康増進法・診療報酬改定 ☞個別リハの新設

H１５年 介護報酬改定・支援費制度・医療法改正

H１６年 診療報酬改定 ☞集団療法廃止・理学療法料、作業療法料廃止

H１７年 介護保険法改正☞介護予防制度創設、地域包括支援センター新設

障害者自立支援法

H１８年 医療構造改革 、高齢者医療制度、がん基本法
診療診療診療診療・・・・介護報酬同時改定介護報酬同時改定介護報酬同時改定介護報酬同時改定☞☞☞☞疾患別疾患別疾患別疾患別、、、、日数制限日数制限日数制限日数制限リハリハリハリハ料料料料・・・・リハマネリハマネリハマネリハマネ加算加算加算加算、、、、個別個別個別個別リハリハリハリハ
重度認知症患者重度認知症患者重度認知症患者重度認知症患者デイケアデイケアデイケアデイケア料料料料のののの引引引引きききき下下下下げげげげ



リハビリテーション制度環境の推移

診療・介護報酬同時改定H２４年

介護保険法改定H２３年

診療報酬改定
☞がん患者リハビリテーション料の新設
☞回復期リハビリテーション病棟入院料に「リハ充実加算（6単位以上/日）」と
「休日リハ提供体制加算を新設。⇒週7日間リハの実現へ
☞呼吸ケアチーム加算新設
精神科デイケア等の食事加算廃止

H２２年

介護報酬改定⇒通所介護個別機能訓練加算Ⅱ新設・キャリアの評価H２１年

診療報酬改定 ※呼吸器リハ料算定に作業療法士追加
☞逓減制を廃止し算定日数上限を超えで13単位/月まで算定可能とする
☞ADL加算廃止し早期加算によって、急性期リハの充実をはかる
☞精神科作業療法施設基準の見直し（75名/日⇒50名/日）

H２０年

診療報酬改定（リハ医学管理料）新設し期間に応じた逓減制を導入H１９年



社会保障制度見直しとリハビリテーション

� キーワード
� 医療は治療

� 疾患別

� 算定日数

� 地域連携

� 在宅復帰

� 地域生活移行支援

� 就労支援

� 予防

� 終末期

� 求められているもの
� 評価に基づいたゴール設定

� 早期対応

� 短期集中リハ

� 時期別の専門性確立

� 職域拡大

� 適正な配置

� 地域参加

※作業療法の明確化



今後の作業療法（精神科領域）

～精神科の訪問リハ～

� マンパワーの確保
� 精神科作業療法の複数名の人員を活用

ى 専従の作業療法士が最低1名（基準）

	 他のスタッフは兼務ができるように配置することで訪問看護・指導の人員
にあてることができる（現在の診療報酬下では）

� 積極的な実践
� 訪問看護ステーション、医療機関から精神疾患を有する方への訪問

が可能となり、職域を広げるチャンス

ى 積極的に実践し、実績を作る

ى 作業療法の有効性・必要性をアピール



今後の作業療法（精神科領域）

～精神科デイ・ケア等～

� 疾患別診療計画作成について
� 現時点では十分な解釈は不可能

ى 現場での対応

	 個別の実施計画書の作成


 特掲診療料の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取り扱いについて

様式46の２を参考

	 疾患別プログラムの検討


 現在実施している個別のプログラムを、疾患ごとに特性などをまとめておく

� 内容検討の際の参考ホームページ

ى 精神保健研究所 http://www.ncnp.go.jp/nimh/

ى 精神保健医療福祉の改革ビジョン研究ページ

http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/index.html



今後の作業療法（精神科領域）

～精神科作業療法～

� 次期改定に向けた取り組み
� 精神科作業療法の実施時間・患者数について

ى 積極的な早期介入と効果の検証

ى 疾患別・回復段階別のプログラムの実践と効果の検証

� 他職種との連携について

ى カンファレンスの実施と記録の整備

ى 退院支援への積極的な関わり

� 職域の拡大に向けて

ى 専従者以外のスタッフの取り組み

	 精神科急性期病棟・認知症治療病棟・児童思春期病棟等の診療補助

	 高齢者・身体合併症患者に対する身体的なリハビリテーション 等



（社）熊本県作業療法士会 保険部の活動

� 診療報酬・介護報酬の改定に関する情報収集と情報提供
� 日本作業療法士協会制度対策部との連携

� 会員施設へのアンケート調査

� 改定研修会・情報交換会の開催

� インターネットメディアを利用した情報提供
ى （社）熊本県作業療法士会ホームページ

http://www.kumamoto-ot.jp

ى Twitter  

http://www.twitter.com/KSOT_Hoken

ى Facebookページ

http://www.facebook.com/kumamoto.ot.hoken

� 診療報酬・介護報酬に関する質問窓口
� E-mailによる窓口の設置

ى 質問窓口アドレス：ksot_hoken@yahoo.co.jp



引用・参考資料

� （社）日本作業療法士協会ホームページ
� 保険対策委員会医療保険・介護保険情報

ى http://www.jaot.or.jp/members/hoken/

� （社）日本作業療法士協会事業部主催研修会
平成24年度診療報酬・介護報酬の同時改定と今後の作業療法 資料

� 診療報酬・介護報酬改定と今後の作業療法
ى 梶原幸信 氏（農協共済中伊豆リハビリテーションセンター）

� 精神障害関連領域
ى 米田貢 氏（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

� 認知症関連領域
ى 倉富眞 氏（緑生館）

� 厚生労働省ホームページ
� 各種審議会資料

� 平成24年度診療報酬改定について
ى http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/



（社）熊本県作業療法士会 保険部

精神科領域担当

河津 誠二（桜が丘病院）

内田 慎也（希望ヶ丘病院）

村下 寿 （菊陽病院）

本藤 早苗（弓削病院）

上村 英輝（阿蘇やまなみ病院）


